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高
齢
者
ス
キ
ル
ア
ッ
プ
の
た
め 

フ
ォ
ー
ク
リ
フ
ト
運
転
技
能
講
習 

の
受
講
者
を
募
集
し
ま
す
 

期
間
　
10
月
18
日
（金）
〜
23
日
（水）  

場
所
　
市
総
合
技
能
セ
ン
タ
ー 

対
象 

・
60
歳
以
上
で
シ
ル
バ
ー
人
材
セ

ン
タ
ー
に
入
会
希
望
の
方
や
ハ

ロ
ー
ワ
ー
ク
に
求
職
申
込
を
し

て
い
る
方 

　
※
シ
ル
バ
ー
会
員
は
不
可 

募
集
人
数
　
10
人 

申
し
込
み
　
ハ
ロ
ー
ワ
ー
ク
や
シ

ル
バ
ー
人
材
セ
ン
タ
ー
に
備
え

る
申
込
用
紙
に
記
入
し
、
10
月

２
日
（水）
ま
で
に
提
出
し
て
く
だ

さ
い
。 

問
合
せ
　
能
代
市
シ
ル
バ
ー
人
材

セ
ン
タ
ー
　
1
54
・
４
６
８
８ 

 

秋
田
地
方
法
務
局 

相
続
に
つ
い
て
の
講
演
会
の 

参
加
者
を
募
集
し
ま
す
 

日
時
　
10
月
６
日
（日）  

　
　
　
午
後
１
時
〜
２
時 

場
所
　
秋
田
地
方
法
務
局 

（
秋
田
市
） 

講
師
　
公
証
人
　
大
和
谷
敦
さ
ん 

申
し
込
み
　
10
月
４
日
（金）
午
後
５

時
ま
で
電
話
で 

問
合
せ
　
秋
田
地
方
法
務
局 

1
０
１
８
・
８
６
２
・
６
５
３
１ 

  

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す 

東
日
本
大
震
災
被
災
児
童
の
 

た
め
の
バ
ザ
ー
を
行
い
ま
す
 

　
二
ツ
井
地
区
更
生
保
護
女
性
の

会
で
は
、
東
日
本
大
震
災
の
被
災

児
童
育
英
資
金
の
募
金
活
動
に
協

力
し
て
い
ま
す
。 

　
今
回
で
８
年
目
と
な
る
バ
ザ
ー

を
開
催
し
ま
す
。
多
く
の
皆
さ
ん

の
ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。 

日
時
　
９
月
28
日
（土）  

　
　
　
午
前
９
時
30
分
〜
正
午 

場
所
　
二
ツ
井
公
民
館 

問
合
せ
　
事
務
局
（
金
野
） 

1
０
９
０
・
５
５
９
５
・
３
０
１
９ 

       

●
行
政
書
士
電
話
相
談 

　
各
種
許
認
可
、遺
言
、相
続
手
続

き
な
ど
の
相
談
に
電
話
で
応
じ
ま

す
。 

日
時
　
10
月
１
日
（火） 

　
　
　
午
前
10
時
〜
午
後
４
時 

相
談
電
話
　
秋
田
県
行
政
書
士
会 

1
０
１
８
・
８
６
４
・
３
０
９
８ 

●
法
務
局
休
日
相
談
所 

　
土
地
な
ど
の
相
続
登
記
や
抵
当

権
の
抹
消
登
記
、
遺
言
や
後
見
な

ど
の
公
正
証
書
、
境
界
、
人
権
問

題
な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。 

日
時
　
10
月
６
日
（日） 

　
　
　
午
前
10
時
〜
午
後
３
時 

場
所
　
秋
田
地
方
法
務
局 

申
し
込
み
　
事
前
に
電
話
で 

問
合
せ
　
秋
田
地
方
法
務
局 

1
０
１
８
・
８
６
２
・
６
５
３
１ 

●
行
政
書
士
相
談 

　
各
種
許
認
可
、
遺
言
、
相
続
手

続
き
な
ど
の
相
談
に
応
じ
ま
す
。 

日
時
　
10
月
12
日
（土） 

　
　
　
午
前
10
時
〜
午
後
３
時 

場
所
　
能
代
市
文
化
会
館 

問
合
せ
　
行
政
書
士
会
能
代
支
部 

（
支
部
長
　
浅
利
） 

1
79
・
２
０
０
８  

県内全域にクマ出没警報が発令中です。民家の近くでも目撃されていますので注意しましょう。 
クマを発見したら連絡を！　　連絡先　農業振興課189-2183　地域局環境産業課173-4500

サポートサービスの電話勧誘にご注意を！ 

消費一口メモ ◯ 125

能代市消費生活センター　189-2132 
(土・日・祝日は) 
消費者ホットライン1１８８ 

い  や や 

　「今よりも電話料金が安くなる」などと電話の勧誘で契

約変更をしたが、不要なサポートサービスの契約により料

金が安くならないという相談が増えています。内容を理解

せず契約すると、解約時に違約金が発生する場合がありま

す。 必要のない場合は、はっきりと断りましょう。　　　

　　　　困ったときは相談を！ 

県営芝童森住宅入居者募集 
　詳しくは、県山本地域振興局建設部建築課および

県北秋田地域振興局建設部建築課に備える「申込の

しおり」をご覧ください。 

　「申込のしおり」は県ホームページ（https://ww 

w. pref.akita.lg.jp/pages/archive/22587）からも

ダウンロードできます。 

募集住宅　　３ＤＫ…４戸（単身不可）　　 

所在地　字寿域長根41-3 

入居資格 

・住宅に困っていることが明らかなこと 

・世帯の所得が基準以下であること 

・連帯保証人（１人）がいること　など 

敷金　　家賃の３カ月分 

申し込み　10月１日（火）～10日（木）に県北秋田地域振

興局建設部建築課へ 

抽選　10月11日（金）午前11時～（県北秋田地域振興局）

問合せ　県北秋田地域振興局建設部建築課 

　　　　10186-63-2531

　子育て、高齢者福祉、道路・河川、防犯、交通安全、

登記、税金、法律問題（ローン返済や不動産売買）

など、日常生活で困っていることはありませんか。 

　相談に応じるのは法務局、能代河川国道事務所、

秋田県、秋田県警察本部、能代市、秋田弁護士会、

秋田県司法書士会、東北税理士会秋田支部連合会、

秋田県社会保険労務士会、行政相談委員、秋田行政

監視行政相談センターの予定です。 

日時　10月９日（水）午後１時～４時 

場所　能代市文化会館 

弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士へ相談を

希望する方は事前予約が必要です。 

定員　弁護士、司法書士、税理士、社会保険労務士 

　　　それぞれ８組 

相談時間　20分／組 

申し込み　９月30日（月）午前９時～ 

問合せ　秋田行政監視行政相談センター（きくみみ秋田） 

1018-823-1100（平日 午前8時30分～午後5時15分） 

無
料
相
談 

10月７日（月）～13日（日）は行政相談週間 

一日合同行政相談所を開設します 


